第29号様式（第26条関係）
その1（投票所配置図）
	備考　一　投票所内の設置は、投票管理者、立会人席からよく見通しうるように配置すること。
　　　二　代理投票、点字投票記載台は、余裕がある場合は、一般の記載台と多少の間隔をおくこと。
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